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～概要版～

計画を推進するために
　地域福祉は、市をはじめ、担い手となる市民、関係機関・団体が互いの特性や能力を発揮し、連携・
協力しながら推進していきます。

市
個別計画

個別課題
地域課題

個別事業
社会福祉協議会

関係団体 ボランティア

関係機関 市民

計画の点検評価
　本計画の実施期間は、平成２６年度から平成３０年度までの５年間です。社会福祉課を中心とした庁内
横断的な報告や協議の場を必要に応じて設定し、進行管理や進捗状況の把握等、庁内の共通認識を図
りながら計画を実施していきます。
　また、市民、関係機関・団体にアンケートや懇談会等を本計画の期間内（中間年以降）に実施し、
次期計画策定に反映します。

推進のイメージ
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E-mail：fukusi@city.honjo.lg.jp
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市民参加のプロセス市・社会福祉協議会
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市や関係機関・
団体などによる

地域福祉とは

　「福祉」といえば、児童福祉、高齢者福祉、障害者福祉などといった対象者ごとにわかれた「行政など

によるサービスの提供」という「福祉」を思いつくのではないでしょうか？

　しかし、本来の「福祉」という言葉には、「幸福」と「豊かさ」という意味があります

　わたしたちが住んでいる地域を見渡すと、子育てに悩む親、一人暮らしの高齢者、障害のある人など、

日常生活で何らかの支援を必要としている人やその家族などがおり、誰もが地域で幸せで豊かになりたい

と願っています。

　そうした「幸せで豊かな地域」をみんなで築いていくためには、市や関係機関・団体によるサービスの

提供だけではなく、地域の人たちがお互いに助け合い、支え合うことが大切です。

　このように、地域福祉とは、子どもから高齢者、障害の有無、国籍に関わらず地域に暮らす誰もが安心

して自立した生活を送ることができるよう、ともに支え合う社会づくりを目指す考え方です。

■性別役割分担意識について
　性別によって男女の役割を決めるような考え方につ
いては、役割分担した方がよいとする割合が、女性よ
りも男性で約２割高く、男女で考え方に違いがあるこ
とがわかります。

　市や関係機関・団体によるサービスだけでは手の届きにくい部分（見守りやちょっとした助け）を、地

域の人たちが互いに助け合い、支え合う。

広域連携エリア＝定住自立圏構想
児玉郡市広域市町村圏組合
警察機関（本庄警察署、児玉警察署）
児童相談所、福祉事務所、保健所、
教育事務所等県出先機関 等

地域のみなさんが
福祉の受け手であ
ると同時に、担い
手としても活躍！

見守りやちょっとした
助けが必要な人

住民による支え合い

市

民間事業者

社会福祉施設

市や関係機関・
団体などによる
サービス

■男女共同参画に関する用語の認知状況
　男女共同参画に関する用語の認知状況については、
国が認知度 100％の目標を掲げている「男女共同参画
社会」が半数に満たず、さらに「上三川町男女共同参
画計画」を知っている人は２割弱となっています。

地域で支え合う社会のイメージ

～男女共同参画のイメージ～

地域福祉の考え方について

地域福祉圏域について
　わたしたち市民の活動は、関係機関による事業から地域住民による隣近所への声かけまで、様々な「圏域」

の中で行われています。

　地域福祉は、それぞれの「圏域」で活動している人々が、その「圏域」の中で横の連携を図ることに加えて、

上層あるいは下層の「圏域」との縦の連携も図りながら進んでいきます。

これまで

　「男は仕事」や「女は家事・育児」といった決められ
た性別役割分担意識の枠の中だけでしか動けない（動
きにくい環境にある）中ではきゅうくつに感じる人が
たくさんいます。

　これまで「男性らしい」といわれていた職業に挑戦
する女性もいれば、主夫となる男性もいます。もちろん、
女性が子育てに専念し、男性が仕事をする家庭もあり
ます。性別ではなく、個人としてだれもが自由な選択
ができる社会になります。

家庭や社会

男は仕事 女は家事・育児

男女共同参画社会

家庭や社会
家事専念

枠を取り除くことで、
動きやすく。

男 男 女
男

調理師

女

建築士

女

家事専念

女

保育士

男

看護師

男

女

32.6

賛成（賛成＋どちらかといえば賛成）

41.4 23.2

23.6 47.6 25.5

46.0 32.4 19.5

反対（反対＋どちらかといえば反対）
わからない
不明・無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体
（n＝457）

女性
（n＝267）

男性
（n＝185）

0%

男女共同参画社会

上三川町男女共同参画計画

いずれも知らない

46.0

18.6

8.3

20% 40% 60% 80%（n＝457）

隣近所などとの付き合いの範囲

日常的な交流が盛んな、地域活動の基礎的な区域

県・広域

第２層　自治会

公民館や小学校などの施設が配置されている、
生活環境が似通った地域

第３層　小学校区域

教育環境の共通性があり、地域住民が日常生活を営んでいる地域
本来、地域包括支援センターの活動の基本とされている範囲

第４層　中学校区域

第5層　本庄・児玉地域

第 6層　市町村全域

第１層　支会・班

合併前の市町エリア（本庄・児玉地域）

生活、文化の中心的な施設や主要な行政施設、社会福祉協議会が配置されている地域
現在、本庄市内の地域包括支援センターが活動している範囲

市行政エリア

・総合的な市の施策・事業の範囲
・福祉事務所、障害者支援センター、社会福祉協議会

。
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市や関係機関・
団体などによる

関連計画
　本計画は、社会福祉法に基づく「都道府県地域福祉支援計画」として広域的な見地から市町村の地域
福祉を支援する計画として策定された「埼玉県地域福祉支援計画」との連携を図っています。
　また、市のまちづくりの最上位計画となる「本庄市総合振興計画」をはじめとした子ども、高齢者、障
害者などの福祉分野の計画等との整合・連携を図りながら、地域住民主体のまちづくりや幅広い地域住民
の参加を基本として、市民の生活全般にわたる福祉向上を図ることを目標とします。

市や関係機関・団体によるサービスだけでは手
の届きにくい部分（見守りやちょっとした助け）
を、地域の人たちが互いに助け合い、支え合う。

広域連携エリア＝定住自立圏構想
児玉郡市広域市町村圏組合
警察機関（本庄警察署、児玉警察署）
児童相談所、福祉事務所、保健所、
教育事務所等県出先機関 等

地域のみなさんが
福祉の受け手であ
ると同時に、担い
手としても活躍！

見守りやちょっとした
助けが必要な人

みんなで支えあう
    思いやりのあるまち　本庄

住民による支え合い

市

本庄市総合振興計画

地域における生活・福祉課題、社会資源
地域福祉推進の理念・方向性

地域福祉計画
（行政計画）

地域福祉活動計画
（行動計画）

【連携】
住民参加の取組み
民間活動の基盤整備

本庄市地域福祉活動計画

理念と仕組み

具体的な取組み

埼
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県
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計
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計
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計
画
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計
画

・
介
護
保
険
事
業
計
画

障
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者
計
画

障
害
福
祉
計
画

他
の
関
連
計
画

社会福祉施設

市や関係機関・
団体などによる
サービス

連携

共有

整合・連携

本庄市地域福祉活動計画との関係
　「地域福祉活動計画」は、社
会福祉協議会が、市民をはじめ
として関係機関・団体といった
さまざまな地域主体と協働しな
がら、誰もが住みやすい地域社
会の実現を目指していくための
具体的な取り組みを示す行動計
画となります。
　本計画の推進にあたっては、
本計画で示す地域福祉の「理念」
と「しくみ」を「地域福祉活動
計画」と共有し、一体的に地域
福祉を進めます。

地域で支え合う社会のイメージ

関連計画との関係性

基本目標 施策

地域福祉計画と地域福祉活動計画との関係

基本理念
　本市では、本庄市総合振興計画において、将来像を「あなたが活かす、みんなで育む、安全と安心の
まち　本庄　～世のため、後（のち）のため～」とし、市民と市が課題を共有し、協働、連携して取り組
むことで、安全で活力と希望あふれる安心のまちの実現を目指しています。
　本計画では、本庄市総合振興計画の将来像と住民懇談会で各地区から挙げられた地域の将来像を踏ま
え、以下のように基本理念を設定しました。

施策の体系

隣近所などとの付き合いの範囲

日常的な交流が盛んな、地域活動の基礎的な区域

県・広域

第２層　自治会

公民館や小学校などの施設が配置されている、
生活環境が似通った地域

第３層　小学校区域

教育環境の共通性があり、地域住民が日常生活を営んでいる地域
本来、地域包括支援センターの活動の基本とされている範囲

第４層　中学校区域

合併前の市町エリア（本庄・児玉地域）
生活、文化の中心的な施設や主要な行政施設、社会福祉協議会が配置されている地域

現在、本庄市地域包括支援センターが活動している範囲

第5層　本庄・児玉地域

市行政エリア
・総合的な市の施策・事業の範囲

・福祉事務所、障害者支援センター、社会福祉協議会

第 6層　市町村全域

第１層　支会・班

連
携

１．福祉教育の充実

２．地域福祉を支える人材の確保・育成及び資質向上

３．多様な地域福祉の担い手との相互連携強化

４．ボランティア・地域活動の活性化

１．地域ぐるみでの支え合いの充実

２．地域ぐるみの交流活動の促進

３．防災・防犯対策の充実

１．相談・情報提供体制の充実

２．権利擁護の推進

３．福祉サービスの適切な利用の促進

４．ひとにやさしい生活環境の充実

５．生きがい・健康づくりの推進

１ 地域福祉を支える担い手づくり
地域福祉活動を担う人材が活躍できる地域づく
りを目指します。

２ みんなで助け合い、支え合うしくみ
づくり
人と人との絆を大切にし、温かい心でともに助け
合い、支え合う地域づくりを目指します。

３ 地域の生活を支えるしくみづくり
誰もが住み慣れた地域で、安心で充実した生活
が送れる地域を目指します。
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市や関係機関・
団体などによる

地域福祉計画の主な取り組み
本計画は、社会福祉法に基づく「都道府県地域福祉支援計画」として広域的な見地から市町村の地域福
祉を支援する計画として策定された「埼玉県地域福祉支援計画」との整合・連携を図っています。
また、市のまちづくりの最上位計画となる「本庄市総合振興計画」をはじめとした子ども、高齢者、障害
者などの福祉分野の計画等との整合・連携を図りながら、地域住民主体のまちづくりや幅広い地域住民の
参加を基本として、市民の生活全般にわたる福祉向上を図ることを目標とします。

地域福祉活動を担う人材が活躍できる地域づくりを目指します。

広域連携エリア＝定住自立圏構想
児玉郡市広域市町村圏組合
警察機関（本庄警察署、児玉警察署）
児童相談所、福祉事務所、保健所、
教育事務所等県出先機関 等

みんなで支えあう
    思いやりのあるまち　本庄

地域における生活・福祉課題、社会資源
地域福祉推進の理念・方向性

地域福祉計画
（行政計画）

地域福祉活動計画
（行動計画）

【連携】
住民参加の取組み
民間活動の基盤整備

本庄市地域福祉活動計画

福祉教育の充実福祉教育の充実

具体的な取組み
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計
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高
齢
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・
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計
画

障
害
者
計
画

障
害
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祉
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画

他
の
関
連
計
画支援

共有

整合・連携

本庄市地域福祉活動計画との関係

　福祉教育の推進により、障害のある人、高齢者、性別、年齢、国籍による壁を無くす、ノーマライゼーショ
ン教育の充実を検討します。
　生涯学習における障害のある人や高齢者等との交流や講座を通して、地域の課題の解決に取り組め
るよう、生涯学習の充実をはかります。

地域福祉を支える人材の確保・育成及び資質向上地域福祉を支える人材の確保・育成及び資質向上

　地域住民・関係機関・団体と連携を強化し、地域福祉活動の担い手を確保するとともに、専門職やリー
ダー、コーディネーターとしての人材の育成を図ります。

多様な地域福祉の担い手との相互連携の強化多様な地域福祉の担い手との相互連携の強化

　市・関係機関・団体が連携した「地域ネットワークづくり」を行うことにより、支援を必要とする人
への漏れの無い支援体制の構築に努めます。

ボランティア・地域活動の活性化ボランティア・地域活動の活性化

　情報提供や活動場所の支援を行うことにより、ボランティア・地域活動を行うための環境づくりを推
進します。

１ 地域福祉を支える担い手づくり
地域福祉活動を担う人材が活躍できる地域づく
りを目指します。

２ みんなで助け合い、支え合うしくみ
づくり
人と人との絆を大切にし、温かい心でともに助け
合い、支え合う地域づくりを目指します。

３ 地域の生活を支えるしくみづくり
誰もが住み慣れた地域で、安心で充実した生活
が送れる地域を目指します。

関連計画との関係性

基本目標

地域福祉計画と地域福祉活動計画との関係

基本理念
本市では、本庄市総合振興計画において、将来像を「あなたが活かす、みんなで育む、安全と安心のま
ち　本庄　～世のため、後（のち）のため～」とし、市民と市が課題を共有し、協働、連携して取り組むことで、
安全で活力と希望あふれる安心のまちの実現を目指しています。
　本計画では、本庄市総合振興計画の将来像と住民懇談会で各地区から挙げられた地域の将来像を踏ま
え、以下のように基本理念を設定しました。

施策の体系

住民による支え合い住民による支え合い

連
携

１．福祉教育の充実

２．地域福祉を支える人材の確保・育成及び資質向上

３．多様な地域福祉の担い手との相互連携強化

４．ボランティア・地域活動の活性化

１．地域ぐるみでの支え合いの充実

２．地域ぐるみの交流活動の促進

３．防災・防犯対策の充実

１．相談・情報提供体制の充実

２．権利擁護の推進

３．福祉サービスの適切な利用の促進

４．ひとにやさしい生活環境の充実

５．生きがい・健康づくりの推進

１．地域福祉を支える担い手づくり

誰もが住み慣れた地域で、安心で充実した生活が送れる地域を目指します。

相談・情報提供体制の充実相談・情報提供体制の充実

　市や関係機関・団体等の連携を強化し、情報の共有化に努めるとともに、多様なニーズに対応でき
る相談・情報提供ネットワークを検討します。

権利擁護の推進権利擁護の推進

　認知症高齢者や、知的障害・精神障害のある人、虐待を受けている人などへ適切な支援を行うため、
関係機関・団体と連携し、権利擁護体制の充実を図ります。

福祉サービスの適切な利用の促進福祉サービスの適切な利用の促進

　地域住民、関係機関・団体と連携し、地域全体での福祉情報を共有し、支援を必要とする人へ適切
なサービスが提供される体制づくりを目指します。

ひとにやさしい生活環境の充実ひとにやさしい生活環境の充実

　全ての市民が安心して地域で暮らし続けていけるよう、多くの人が利用する公共施設や道路・歩道
等のユニバーサルデザイン化を検討し、誰もが安全に地域活動に参加できるような環境づくりを推進
します。

生きがい・健康づくりの推進生きがい・健康づくりの推進

　老人クラブ活動や、市民総合大学をはじめとする各種生涯学習プログラム等を通じて、市民の生き
がいづくり活動の充実を図ります。
　生活習慣の改善、介護予防に向けた各種健康づくり活動や、自主グループによる筋力アップ教室な
ど、さまざまな機会に気軽に健康づくりに取り組めるよう支援を充実します。

３．地域の生活を支えるしくみづくり

人と人との絆を大切にし、温かい心でともに助け合い、支え合う地域づくりを目指します。

地域ぐるみでの支え合いの充実地域ぐるみでの支え合いの充実

　市、関係機関・団体、地域住民など地域全体で連携し、地域住民が社会的に孤立しないような支え
合いの体制づくりを推進します。

地域ぐるみの交流活動の促進地域ぐるみの交流活動の促進

　身近なところで隣近所の人たちが集まることのできる場や、同じ悩みを持った人々が悩みを共有する
場、生きがいづくりや仲間づくりができる場を充実させることにより、地域における孤立感や不安の解
消と交流の促進を図ります。

防犯・防災対策の充実防犯・防災対策の充実

　防犯への取り組みとしては、市と関係機関・団体、市民が連携し、犯罪の未然防止、再犯防止の体
制づくりを推進します。
　防災への取り組みとしては、市と関係機関・団体、市民が協働し、災害時に支援が必要な人を見逃
さない体制と、災害発生後にも継続的に支援を行うことができる体制の構築を目指します。

２．みんなで助け合い、支え合うしくみづくり
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～概要版～

計画を推進するために
　地域福祉は、市をはじめ、担い手となる市民、関係機関・団体が互いの特性や能力を発揮し、連携・
協力しながら推進していきます。

市
個別計画

個別課題
地域課題

個別事業
社会福祉協議会

関係団体 ボランティア

関係機関 市民

計画の点検評価
　本計画の実施期間は、平成２６年度から平成３０年度までの５年間です。社会福祉課を中心とした庁内
横断的な報告や協議の場を必要に応じて設定し、進行管理や進捗状況の把握等、庁内の共通認識を図
りながら計画を実施していきます。
　また、市民、関係機関・団体にアンケートや懇談会等を本計画の期間内（中間年以降）に実施し、
次期計画策定に反映します。

推進のイメージ

～概要版～
本庄市地域福祉計画 発行：本庄市　社会福祉課

住所：〒367－8501　埼玉県本庄市本庄３－５－３
TEL：0495－25－11４２（直通）　FAX：0495-23-1963
E-mail：fukusi@city.honjo.lg.jp
発行年月：平成26年３月

市民参加のプロセス市・社会福祉協議会

進行管理・進捗状況の報告

進行管理・進捗状況の報告

中間評価・進行管理・進捗状況の報告

進行管理・進捗状況の報告
第2期計画策定の準備

最終評価・進行管理・進捗状況の報告
第2期計画の策定

計画の実行

計画の実行

中間評価（住民懇談会）

第2期計画策定委員会発足
住民・団体アンケート

最終評価（住民懇談会）

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度


